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こ
の
法
律
は
今
で
も
活
用
さ
れ
て
い
る
の
か
。

　
　
半
島
地
域
の
広
域
的
か
つ
総
合
的
な
対
策
を

実
施
す
る
た
め
、
昭
和
六
十
年
に
十
年
間
の
時
限

立
法
と
し
て
制
定
さ
れ
た
。
そ
の
後
、
延
長
さ
れ
、

現
在
も
活
用
さ
れ
て
い
る
。
支
援
措
置
と
し
て
、

地
域
産
業
の
振
興
を
図
る
た
め
の
金
融
上
の
措
置
、

半
島
地
域
内
に
企
業
を
誘
致
、
育
成
す
る
た
め
の

税
制
上
の
措
置
、
道
路
や
交
通
施
設
の
整
備
を
図

る
た
め
の
財
政
上
の
措
置
等
が
あ
る
。

　
　
過
去
五
、
六
年
、
こ
の
法
律
で
ど
の
よ
う
な

事
業
が
行
わ
れ
た
の
か
。

　
　
交
通
施
設
の
整
備
と
し
て
、
国
道
二
五
一
号

の
田
屋
敷
拡
幅
や
県
道
愛
野
島
原
線
の
下
折
橋
工

区
な
ど
が
整
備
さ
れ
て
い
る
。
ま
た
、
産
業
の
振

興
と
し
て
、
三
会
原
地
区
の
か
ん
が
い
排
水
事
業

や
、
柏
野
・
佐
野
地
区
、
三
会
原
第
一
地
区
、
三

会
原
第
二
地
区
の
畑
地
帯
総
合
整
備
事
業
な
ど
が

行
わ
れ
て
い
る
。

　
　
地
域
高
規
格
道
路
と
の
か
か
わ
り
は
ど
う
か
。

　
　
半
島
振
興
法
に
基
づ
く
島
原
地
域
半
島
振
興

計
画
の
中
で
、
産
業
や
観
光
の
振
興
、
都
市
と
の

共
生
・
対
流
を
図
る
た
め
に
は
、
幹
線
道
路
の
整

備
が
最
も
重
要
な
課
題
と
し
て
挙
げ
ら
れ
て
お
り
、

そ
の
た
め
、
地
域
高
規
格
道
路
「
島
原
道
路
」
の

整
備
促
進
は
島
原
地
域
半
島
振
興
計
画
の
重
要
施

策
と
な
っ
て
い
る
。

　
　
こ
れ
ま
で
ど
の
よ
う
な
対
策
を
行
っ
た
の
か
。

　
　
木
の
根
等
の
対
策
は
石
垣
を
保
全
す
る
に
は

重
要
だ
と
考
え
、
こ
と
し
の
二
月
に
約
一
週
間
、

石
垣
に
生
え
て
い
る
木
の
根
の
切
断
等
を
試
験
的

に
行
っ
た
。
特
に
島
原
城
の
堀
内
に
は
絶
滅
危
惧

種
も
含
め
、
多
種
多
様
な
生
物
が
生
息
す
る
自
然

環
境
に
恵
ま
れ
た
区
域
な
の
で
、
こ
れ
を
踏
ま
え

た
対
策
を
講
じ
る
べ
き
だ
と
考
え
て
い
る
。

　
　
長
池
三
会
線
予
定
路
線
の
一
部
で
あ
る
元
地

ビ
ー
ル
か
ら
し
ま
ば
ら
斎
場
の
縦
道
ま
で
の
間
の

道
路
は
ど
う
考
え
て
い
る
の
か
。

　
　
以
前
か
ら
県
で
施
行
し
て
い
た
だ
く
よ
う
要

望
し
て
お
り
、
本
年
八
月
に
も
再
度
、
知
事
に
要

望
し
た
と
こ
ろ
で
あ
る
。
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半
島
振
興
法
に
つ
い
て

　
城
の
石
垣
に
根
ざ
す
木
の

根
等
の
抜
本
的
な
処
理
に
つ

い
て

　
第
二
小
学
校
の
通
学
路
に

つ
い
て（
安
全
・
安
心
な
通
学

路
で
あ
る
た
め
に
）
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松井　大助

　
付
託
さ
れ
た
議
案
十
件
を
審
査
し
ま
し
た
。

○
第
六
十
四
号
議
案
　
市
長
及
び
副
市
長
の
給
与

に
関
す
る
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例

　
国
の
給
与
改
定
に
準
じ
、
市
長
及
び
副
市
長
の

期
末
手
当
を
改
定
す
る
た
め
、
こ
の
条
例
を
改
正

し
よ
う
と
す
る
も
の
。

﹇
質
疑
﹈
期
末
手
当
と
勤
勉
手
当
は
ど
う
違
う
の

　
　
か
。

﹇
答
弁
﹈
期
末
手
当
は
、
い
わ
ゆ
る
給
与
の
生
活

　
　
保
障
的
な
補
て
ん
を
す
る
部
分
で
、
勤
勉
手

　
　
当
は
勤
務
の
状
況
、
成
績
等
々
に
よ
る
手
当

　
　
で
あ
る
。

　
こ
の
ほ
か
、
六
月
と
十
二
月
の
支
給
率
の
違
い
、

教
育
長
の
期
末
手
当
等
に
つ
い
て
の
質
疑
が
な
さ

れ
、
採
決
の
結
果
、
原
案
の
と
お
り
可
決
す
る
こ

と
に
決
定
し
ま
し
た
。

○
第
六
十
五
号
議
案
　
一
般
職
の
職
員
の
給
与
に

関
す
る
条
例
等
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例

　
国
家
公
務
員
等
の
給
与
改
定
に
準
じ
、
一
般
職

の
職
員
等
の
給
与
を
改
定
し
、
あ
わ
せ
て
所
要
の

整
備
を
図
る
た
め
、
こ
の
条
例
を
改
正
し
よ
う
と

す
る
も
の
。

﹇
質
疑
﹈
持
ち
家
に
か
か
る
住
居
手
当
は
、
ど
こ

　
　
ま
で
支
給
さ
れ
る
の
か
。
増
築
し
た
場
合
も

　
　
支
給
さ
れ
る
の
か
。

﹇
答
弁
﹈
住
居
手
当
は
新
築
及
び
購
入
を
し
た
場
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　11月29日及び12月8日の本会議で付託された議案について、総務委員会（11
月29日、12月9日）、産業建設委員会（12月10日）、教育厚生委員会（12月
13日）、予算審査特別委員会（12月15日）を開き審査しましたので、概要
をお知らせします。               
　また、開会中及び閉会中に開催した特別委員会の審議経過について、ご報
告します。
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